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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザへのビジュアルプレゼンテーションのためのタイムライン上の選択されたチック
マークに自動的に中心化させるシステムであって、
　メモリに記憶されるコンピュータ実行可能な命令による処理を実行するプロセッサであ
って、前記処理は、
　　タイムライン上の時間を表すユーザにより選択されたチックマークに関する情報を受
け取る処理と、
　　時間ウィンドウにおける選択された期間に関する情報を受け取る処理と、
　　前記選択されたチックマーク上に既定の時間ウインドウの中心を設定する処理と、
　　前記選択されたチックマークが前記タイムラインの中心へ移動する間に、既定の時間
間隔の間前記タイムラインをアニメーション化する処理とを含む、プロセッサと、
　前記タイムラインを前記ユーザに表す表示装置と、
　患者のイメージデータを生成するイメージング装置と
　を含み、前記プロセッサは、前記イメージデータに時間スタンプを付加し、前記イメー
ジデータをメモリに記憶させ、前記プロセッサは、前記既定の時間ウインドウに対応する
患者のイメージデータを同定し、同定された患者のイメージデータを前記ユーザに表示す
るために前記表示装置に出力する、システム。
【請求項２】
　前記既定の時間間隔が約０．５～３秒間である、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　当該システムが患者パラメータデータを測定する患者モニターを更に含み、
　前記プロセッサが測定された患者パラメータデータに時間スタンプを付加してメモリに
記憶させる、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記プロセッサが、前記既定の時間ウインドウに対応する時間スタンプを有する測定さ
れたパラメータデータを同定し、同定された測定されたパラメータデータを前記ユーザに
表示するために前記表示装置へ出力する請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記測定されたパラメータデータが、血圧、心拍数、呼吸数、血中酸素濃度（ＳｐＯ２
）、体温、血中グルコース濃度及び心電図（ＥＣＧ）データのうちの少なくとも１つを含
む、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記既定の時間ウインドウが１秒間ないし２４時間の範囲内の時間を有する、請求項１
乃至５のうち何れか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記イメージング装置が、デジタルカメラ、超音波装置、Ｘ線装置、コンピュータトモ
グラフィ（ＣＴ）イメージング装置、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置及び核イメー
ジング装置のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　当該システムがユーザが前記チックマークを選択するための入力手段を含み、前記入力
手段が、マウス、スタイラス、タッチスクリーン、タッチパッド及びジョイスティクのう
ちの少なくとも１つである、請求項１乃至７のうち何れか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　ユーザへのビジュアルプレゼンテーションのためのタイムライン上の選択されたチック
マークに自動的に中心化させる方法であって、
　タイムライン上の時間を表すユーザにより選択されたチックマークに関する情報を受け
取るステップと、
　時間ウィンドウにおける選択された期間に関する情報を受け取るステップと、
　前記選択されたチックマーク上に既定の時間ウインドウの中心を設定するステップと、
　前記選択されたチックマークが前記タイムラインの中心へ移動する間に、既定の時間間
隔の間前記タイムラインをアニメーション化するステップと、
　前記タイムラインを前記ユーザに表すステップと
　患者のイメージデータを生成するステップと、
　前記イメージデータに時間スタンプを付加するステップと、
　前記イメージデータをメモリに記憶するステップと、
　前記既定の時間ウインドウに対応する患者のイメージデータを同定するステップと、
　同定された患者のイメージデータを表示装置に出力するステップと、
　同定された患者のイメージデータを前記ユーザに表示するステップと
　を含む方法。
【請求項１０】
　前記既定の時間間隔が約０．５～３秒間である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　患者パラメータデータを測定するステップと、
　測定された患者パラメータデータに時間スタンプを付加するステップと、
　前記測定された患者パラメータデータをメモリに記憶するステップと
　を更に含む請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記既定の時間ウインドウに対応する時間スタンプを有する測定されたパラメータデー
タを同定するステップと、
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　同定された測定されたパラメータデータを表示装置へ出力するステップと、
　前記測定されたパラメータデータを前記ユーザに表示するステップと
　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記測定されたパラメータデータが、血圧、心拍数、呼吸数、血中酸素濃度（ＳｐＯ２
）、体温、血中グルコース濃度及び心電図（ＥＣＧ）データのうちの少なくとも１つを含
む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記既定の時間ウインドウが１秒間ないし２４時間の範囲内の時間を有する、請求項９
乃至１３のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　マウス及びスタイラスのうちの少なくとも１つを用いてユーザが前記チックマークを選
択する、請求項９乃至１４のうち何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　請求項９乃至１５のうち何れか１項に記載の方法を実行するためにプロセッサを制御す
るソフトウェアを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はアニメーション化タイムラインに関し、特に医学的データシステムでの使用に
関する。また本発明はその他のタイプの医学的システム、他のデータリコールシステム及
び／又は他の履歴データが使用される応用への適用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザナビゲーションのためのタイムラインを提供するこれまでのコンピュータ表示に
はいくつかの欠点がある。例えば、表示されるべき時間ウインドウを選択するためには、
ユーザナビゲーションは通常ウインドウスタートタイムインジケータ及びウインドウスト
ップタイムインジケータを前記タイムラインに沿って適切な位置へドラッグする。前記タ
イムラインは前記タイムラインの右端で現在時点として静止する。実行の際、内容検討の
ために前記時間間隔を調節するために数回のクリック及びドラッグ操作を含む。
【０００３】
　多くのソフトウェアアプリケーションは、通常対応する時間間隔内でのデータを見るた
めに特定の時間又は時間間隔を選択するためにタイムライン制御のいくつかの変更を必要
とする。かかるタイムラインにはしばしば、対象ポイント、データの概略表示又はナビゲ
ーションを助けるための区切りなどの注釈が付されている。
【０００４】
　これまでのナビゲーション可能なタイムラインはタッチスクリーンフレンドリーなもの
ではなかった。現在多くのアプリケーションは、前記選択された時又は時間間隔を設定す
るためにはユーザはアイコンをドラッグしてタイムラインを横切らせる必要がある。この
動作は大抵のタッチスクリーン上では困難である。注釈付きのタイムラインはさらに、前
記選択される時又は時間間隔は通常前記タイムラインの正確な中心にはないという問題が
ある。これは、ユーザは前記選択の前にその後よりも多くの注釈を見る（又はその逆）と
いうことを意味する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タイムライン表示をナビゲーションする際に自動的に時間ウインドウの中心化などを行
い、それにより上記の欠点を解消するためのシステム及び方法に関する技術へのいまだ解
決されていない要求が存在する。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　１つの側面によれば、ユーザへビジュアルプレゼンテーションするためのタイムライン
上の選択されたチックマーク（時間目盛）を自動的に中心化するシステムは、メモリに記
憶されるコンピュータ実行可能な命令を実行するプロセッサを含む。この命令は、タイム
ライン上の時間を表しユーザ選択チックマークに関する情報を受け取り、前記選択された
チックマーク上に既定の時間ウインドウを中心化することを含む。この命令はさらに、前
記選択されたチックマークが前記タイムラインの中心にシフトする間に既定の時間、前記
タイムラインをアニメーション動作させることを含む。このシステムはまた、前記タイム
ラインを前記ユーザに表す表示を含む。
【０００７】
　他の側面によると、ユーザへビジュアルプレゼンテーションするためのタイムライン上
の選択されたチックマーク（時間目盛）を自動的に中心化するための方法は、タイムライ
ン上の時間を表しユーザ選択チックマークに関する情報を受け取り、前記選択されたチッ
クマーク上に既定の時間ウインドウを中心化することを含む。この方法はさらに、前記選
択されたチックマークが前記タイムラインの中心にシフトする間に既定の時間、前記タイ
ムラインをアニメーション動作させることを含む。
【０００８】
　１つの利点は、患者の前後関係データが選択された時間のどちらの側でも表されるとい
うことである。
【０００９】
　他の利点は、アニメーション化されたタイムラインの移動（シフト）により、ユーザに
前記タイムラインが移動していることを注意させる、ということである。
【００１０】
　本発明のさらなる利点は、以下の詳細な説明を読み、理解することで、当業者には明ら
かとなるであろう。
【００１１】
　添付の図面は、本発明の種々の側面を説明するためのものであり、限定するものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、タイムラインに沿って望ましいウインドウの中心でその時間上をクリッ
クすることで、コンピュータ表示装置上でアニメーション化と自動的中心化を行うための
システムを示す。
【図２】図２は、約５：００上で中心化された時間ウインドウをもうタイムラインの１例
を示す。
【図３】図３は、２：００チックマーク上で中心化された時間ウインドウを示す。
【図４】図４は、ユーザが４：００チックマークを選択し、かつ前記時間ウインドウが移
動してそのチックマーク上に中心化されたタイムラインを示す。
【図５】図５は、４：００チックマークがタイムライン上で中心化されるように移動され
、前記時間ウインドウは４：００チックマーク付近に中心化されている、タイムラインを
示す。
【図６】図６は、ここで説明される種々の側面による、前記タイムラインを持つ、ユーザ
へ表示され得る患者情報を示すスクリーン画像である。
【図７】図７は、ここで説明される種々の側面による、前記タイムラインを持つ、ユーザ
へ表示され得る測定された患者パラメータデータを示すスクリーン画像である。
【図８】図８は、ユーザがその動きを認識し得ることを確実にするためのタイムラインの
動きをアニメーション化する方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、タイムラインに沿って望ましいウインドウの中心で前記時間上をクリックする
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ことにより、コンピュータ表示装置上でタイムラインをアニメーション化させ及び自動的
に中心化させるシステム１０を示す。前記選択された時間（例えば、クリックして）上で
一時的に中心化されたウインドウに対応するデータが即時に表示装置上に表示される。ア
ニメーション化が規定時間適用されて前記タイムラインインジケータをスムーズに移動さ
せ、選択された一時的ウインドウを前記表示の中心へ移動させる。ユーザは前記ウインド
ウを、ウインドウ境界タブをスライドさせるか、又は表示されたウインドウサイズをクリ
ックするかで入力（例えば、１時間、２時間など）して、拡張や縮小をさせることができ
る。前記ウインドウは前記ウインドウの中心に対称に位置されることから、前記境界タブ
をどちらの方向へ移動させても他の境界タブを対照的に移動させることとなる。
【００１４】
　本システムは、ここで記載する種々の機能及び／又は方法を実施するためのコンピュー
タ実行可能な命令を実行するプロセッサ１２及び記憶のためのメモリ１４を含む。メモリ
１４にはコンピュータ読み取り可能な媒体であって制御プログラムが記憶されるものであ
り、例えば、ディスク、ハードドライブなどが含まれる。コンピュータ読み取り可能な媒
体の通常のものには例えば、フロッピディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク
、磁気テープ又は全ての他の磁気記憶媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ又は全ての他の光学媒
体、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＰＲＯＭ、それらの変形媒体
、他の全てのメモリチップ又はカートリッジ、又は他の全てのプロセッサ１２が読み込み
かつ実行可能な実媒体が含まれる。ここで、システム１０は、一般用途コンピュータ、特
定用途コンピュータ、プログラムされたマイクロプロセッサ又は全てのマイクロコントロ
ーラ及び周辺集積回路エレメント、ＡＳＩＣ又は他の集積回路、デジタルシグナルプロセ
ッサ、ハードワイヤ電子回路又は別々のエレメント回路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、グ
ラフィックカードＣＰＵ（ＧＰＵ）などのプログラム可能な論理回路、又はＰＡＬなど、
により実行され得る。
【００１５】
　表示装置１６（例えば、グラフィカルユーザインタフェース、コンピュータモニターな
ど）が前記プロセッサ１２及びメモリ１４と接続され、タイムライン１８はその上でユー
ザに表示されている。ユーザは、入力手段２０（例えば、キーボード、マウス、スタイラ
ス、方向パッドなど）を操作して前記タイムライン１８上のある時間を選択し、前記選択
された時間について既定の時間ウインドウについての患者データ２２及び／又は測定され
たパラメータデータ２４を見る。例えば、ユーザは４：００ｐｍ、既定時間ウインドウを
１時間として選択する場合、前記時間ウインドウは午後４：００ｐｍに中心化され、表示
装置は３：３０ｐｍから４：３０ｐｍについての患者データ及び／又は測定パラメータデ
ータを表示する。患者記録データには、限定されるものではないが、患者同定情報、患者
医薬品、用量（例えば、サイズ及び／又は時間）、及び全ての関連する患者情報を含む。
測定されたパラメータデータには、限定されるものではないが、心拍数、呼吸数、心電図
データ、血液酸素濃度（ＳｐＯ２）、血中グルコース濃度、体温、血圧又は全ての他の患
者のパラメータであり、患者モニター２６により測定されるものを含む。
【００１６】
　さらに、システム１０は、患者のイメージを生成するイメージング装置２８（例えば、
デジタルカメラ、超音波装置、磁気共鳴イメージング、核イメージング、Ｘ線装置、コン
ピュータトモグラフィ装置又は他のイメージング装置など）を含む。患者イメージングデ
ータ３０は、ユーザにアクセス可能なようにメモリ１４に記憶される。測定パラメータデ
ータ２２、関連する患者記録データ２４及び患者イメージデータ３０は、かかるデータが
得られた際に時間スタンプが付されており、かかる時間スタンプ情報はメモリ１６に記録
され、前記プロセッサが患者データを選択された時間ウインドウの位置へ関連付けること
により適用されることとなる。
【００１７】
　１例によると、ユーザが前記タイムラインアプリケーションをコンピュータで開くと、
前記タイムラインは、最も近くに既定された時間間隔又はウインドウが右端に表示される
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ようにユーザに示される。さらに、その時間ウインドウの間に得られた、測定パラメータ
データ２２，患者イメージデータ３０及び／又は患者記録データ２４が表示装置上にユー
ザに示される。例えば、現在１１ａｍであり既定の時間間隔が２時間である場合、時間ウ
インドウは９ａｍから１１ａｍへタイムライン上で拡張される。そして、心拍数、血圧、
ＳｐＯ２及び他の望ましいパラメータ測定などの患者パラメータが、９ａｍから始まり、
１１ａｍで終わるように表示される。さらに、ユーザがその表示を見ている間は前記患者
パラメータデータ及びタイムラインは定期的に又は連続的に更新される。例えば、タイム
ライン及びパラメータデータは１分毎に（又は、Ｎ分毎に、ここでＮは整数）更新され、
ユーザは表示装置上に常に最新の２時間のウインドウのデータを持つことになる。
【００１８】
　さらにこの例で、ユーザが約８ａｍでの患者のデータを見ることを望む場合、ユーザは
タイムライン上の８ａｍに対応するポイントをクリックするか他の手段で選択する。プロ
セッサ１２はウインドウ中心化アルゴリズム３４にアクセスして実行し（例えば、前記メ
モリに記憶された１セットのコンピュータ読み取り可能な命令）、時間ウインドウを８ａ
ｍに中心化する。前記プロセッサは同時にタイムラインアニメーション化アルゴリズム３
６にアクセスして実行し、前記ウインドウが新たに選択された時間（例えば、８ａｍ）に
中心化される速度を制御する。１つの実施態様では、タイムラインは、すでに選択された
時間（又はタイムライン開始におけるデフォルト）から新たに選択された時間へ、既定の
時間（例えば、１秒、２秒など）で移動される。他の実施態様では、前記ウインドウは既
定の速度で移動される（例えば、４時間／秒、２時間／秒など）。例えば既定の速度が２
時間／秒の場合には、１０ａｍから９ａｍへの移動は約０．５秒かかることになる。
【００１９】
　前記時間ウインドウが新たに選択された時間に中心化されると、ユーザのために、前記
ウインドウに関連する時間スタンプを持つ患者データ（例えば、測定パラメータデータ、
患者イメージデータ、患者記録データなど）が表示装置上に表示される。１つの実施態様
では、患者データは、前記タイムライン移動のアニメーション化を伴って、前記スクリー
ンを時間的にスクロールする。他の実施態様では、ユーザはゆっくりとした既定のウイン
ドウ移動速度を選択し（例えば１時間／秒）、患者データをよりゆっくりとスクロールさ
せ、それによりユーザが最初の時間及び新たに選択された時間の間の患者データの傾向を
見ることができる。
【００２０】
　他の実施態様では、「現在時」アイコン又はボタンが提供され、ユーザが選択すると、
時間ウインドウをできるだけ右に移動させる。例えば現在８ａｍとし、時間ウインドウが
３０分広がりに設定される場合、時間ウインドウは７：４５ａｍに中心化され、入力され
る又は現在の患者データが時間ウインドウの先端に表示されることとなる。システムは記
録された患者データを定期的に更新（例えば３０分毎、３０秒毎など）するか、又はリア
ルタイムバッファへデータを連続的に記録する。
【００２１】
　これによると、システム１０は、時間を通じてナビゲーションするために要求されるい
くつかのクリック及び他の操作を合理化し、作業工程及び作業効率を改善することとなる
。さらに、時間ウインドウを選択された時間マーク上に中心化させておくことにより、内
容の最大量が選択された時間マークのいずれかの側に存在することとなる。さらに、選択
された時間マークを時間ウインドウの中心にアニメーション化させて移動することで、ユ
ーザが変化に混乱することがなくなる。タイムラインのどこでもクリック（又はタッチス
クリーン上で、時間マーク上でジェスチャする）することにより、時間ウインドウが選択
された時間上に、かつタイムラインをアニメーション化して中心上へ移動させることとな
る。
【００２２】
　ここで記載されたシステム及び方法は、時間ナビゲーションが要求される全てのアプリ
ケーションに適用され得るものであり、特にタッチスクリーンアプリケーション又はタイ
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ムラインが注釈付けられているアプリケーションに有用である。
【００２３】
　図２は、タイムライン１８の１例であり、時間ウインドウ７２を持ち、これは約５：０
０に中心化されている。時間ウインドウは記載の例では、１時間に設定されている。タイ
ムラインはさらに、複数のチックマーク７４を持ち、時間ポイントを区分する。日付イン
ジケータ７６がまたタイムラインに表示される。移動可能なウインドウ境界タブ７８は、
時間ウインドウ７２の間隔（例えば幅）を増加又は減少するためにドラッグされ得る。ま
た、ユーザのために、既定のウインドウ間隔のリストからウインドウ幅又は間隔を選択す
るための時間ウインドウ間隔選択メニュー又はドロップダウンメニューが表示され得る。
【００２４】
　タイムラインは場合により、時間移動ボタン８０を含み、ユーザがクリックしてタイム
ラインを左右に移動させ、又はタイムラインの開始又は最終位置へ移動させることができ
る。留意すべきは、ユーザはまた、望ましい時間へタイムラインを移動させるために、単
純にチックマーク８４をクリックするだけでよく、タイムラインは自動的にその選択され
たチックマーク中で中心化されうる、ということである。
【００２５】
　１以上の色付き区別８２がタイムライン上に置かれ、ユーザはそれをクリックして、デ
ータ概要又は他の有用な情報を取得することができる。さらに、選択可能な又はクリック
可能なズームボタン８４が置かれ、ユーザがタイムライン中で、又はタイムライン上で、
完全にズームイン又はズームアウトさせることを可能とし、同様に、連続的にズームする
ことを可能とする。例えば、該ズーム可能性は、ユーザが、境界タブ７８のひとつ又は両
方を動かすことなく、時間ウインドウを拡張又は縮小することを可能とする。実施態様に
よると、時間ウインドウが１時間で設定される場合、ユーザは選択された１時間の間に収
集されたＥＣＧデータを見ることとなり、１分６０回の心拍数では３６００の振動が表示
装置上に表われることとなる。ユーザはズームボタンを用いて、前記ＥＣＧデータ中の個
々の心臓鼓動を見るための必要な量でズームイン（拡大）する。他の例では、ユーザが１
時間時間ウインドウに応じて血圧データを見ている場合、かつ血圧測定が１５分ごとであ
る場合、ユーザは選択された時間については４回の血圧測定のみが表示される。この場合
ユーザはズームボタンを用いてズームアウトし（即ち時間ウインドウの幅を増加させ）、
ユーザが血圧の傾向を見るために必要な数の血圧測定値が見えるようにする。
【００２６】
　１つの実施態様では、ズーム制御はマウスなどのスクロールホイールなどにより与えら
れる。例えばマウスを用いてユーザはカーソルを時間ウインドウ７４上のチックマークに
重ね、かつ上にスクロール（例えばユーザから離れる）させてズームインし、又は逆の方
向にスクロールしてズームアウトさせることができる。
【００２７】
　図３～５には、ここで説明した種々の側面による種々のアニメーション化の段階にタイ
ムラインが記載されている。図３では時間ウインドウ７２は２：００チックマーク９０に
中心化されている。図４では、ユーザは４：００チックマーク９２を選択し、時間ウイン
ドウ７２は左に移動する。図５ではタイムライン１８は、移動して４：００チックマーク
９２がタイムライン上で中心化され、時間ウインドウ７２は４：００チックマーク上で中
心化して静止する。延期時間ウインドウ移動及びタイムライン移動のひとつ又は両方がア
ニメーション化され、既定の時間間隔で前記移動が起こるようにされる（例えば１、２秒
の程度）。
【００２８】
　図６は、スクリーン画面１１０を示し、個々で記載される種々の側面により、タイムラ
イン１８でユーザへ表示される患者情報を示す。時間ウインドウ７２は、時間ウインドウ
の約５：５０チックマークで中心化され、約５０分の間隔を持つ。患者データ１１２（例
えば、心拍数、血圧、ＳｐＯ２、呼吸速度、体温又はその他の測定可能な患者データ）が
時間ウインドウの５０分広がりにつき表示されている。
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【００２９】
　図７は、ここで記載される種々の側面による、測定された患者パラメータデータを示す
スクリーン画面１２０であり、タイムライン１８の一部分を見るユーザに表示されるもの
である。時間ウインドウ７２は約５０分間隔であり、約５：５０マークで中心化されてい
る。この選択された時間ウインドウに表示された患者データは、心拍数データ１２２、Ｓ
ｐＯ２データ１２４及び呼吸数データ１２６を含む。
【００３０】
　図８は、ユーザが移動を認識することを確実にするためのアニメーション化の方法を示
す。１３０で、ユーザはタイムライン表示上の時間（例えばチックマークなど）を選択す
る。チックマークの選択はマウス、スタイラス、方向矢印キー、タッチスクリーン、タッ
チパッド、ジョイスティック又は他の適切な手段を用いて行われる。１３２で、既定の間
隔（例えば、３０分、１時間、４時間など）時間ウインドウが前記選択されたチックマー
クで中心化される。時間ウインドウはユーザが調節することができる。１３４で、時間ウ
インドウに対応する患者データ（例えば、測定された患者パラメータ、患者記録、患者イ
メージデータなど）がタイムラインと共にユーザに表示される。１３６で、タイムライン
は移動し選択されたチックマークがタイムライン上で中心化される。前記タイムラインの
移動は既定の時間間隔又は既定の速度でアニメーション化されて生じ、これによりユーザ
は、タイムラインが選択されたチックマークが中心化されるまで移動することを見ること
となる。
【００３１】
　１例によると、ユーザはタイムライン上で４ａｍを表すチックマークを選択する。この
例ではタイムラインは、ユーザの４ａｍチックマーク選択の前に同じ日の１２ｐｍで中心
化されている。チックマークの選択により、時間ウインドウは、４ａｍチックマークで中
心化される。この作用はアニメーション化されてもされていなくてもよく、設計者の好み
による。４ａｍチックマークが中心化されるまでタイムラインは移動する（ここでの場合
には右方向）。このタイムラインの移動はアニメーション化され、ユーザは、４ａｍチッ
クマークが中心化されるまでタイムラインが右に移動することを見る。同時に又はその後
に、時間ウインドウに対応する患者データがユーザに表示される。例えば、時間ウインド
ウが３０分間の広がりであれば、３：４５ａｍと４：１５ａｍとの間に収集された患者デ
ータ測定値及び／又はイメージがユーザに表示される。
【００３２】
　本発明はいくつかの実施態様に基づいて説明されてきた。変形・変法は、前記説明を読
み理解することで可能である。ここで本発明は、添付の特許請求の範囲又はその均等の範
囲に入る限り、かかる全ての変更・変法・修正が含まれるように解釈されることが意図さ
れている。
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